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市
民
に
分
か
り
や
す
く
、
開
か
れ
た
議
会
を
目

指
し
て
、
平
成
１５
年
２
月
に
、
全
会
派
か
ら
な
る

議
会
改
革
特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

委
員
会
は
、自
由
に
話
し
合
っ
て
結
論
を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
主
な
取
組
の
成

果
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

従
来
は
、
委
員
会
室
の
狭
さ

な
ど
の
理
由
か
ら
、
委
員
会
の

傍
聴
は
制
限
公
開
（
委
員
長
の

許
可
制
）
と
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
定
例
会
中
の
常
任
委
員
会

に
限
り
、
傍
聴
を
認
め
る
こ
と

と
し
ま
し
た
（
定
員
は
各
委
員

会
５
名
で
、
定
員
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
）。

そ
し
て
、
さ
き
の
６
月
定
例

会
か
ら
は
、
議
会
改
革
特
別
委

員
会
を
除
く
特
別
委
員
会
に
も

対
象
を
拡
大
し
て
委
員
会
を
原

則
公
開
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
傍
聴
受
付
は
庁
舎
６

階
第
４
委
員
会

室
で
行
っ
て
い

ま
す
。
開
会
時

間
（
原
則
午
前

１０
時
か
ら
）
の

１
時
間
前
か
ら

の
受
付
で
、
手
続
き
は
申
請
書

に
簡
単
な
記
載
事
項
を
記
入
し

て
い
た
だ
く
だ
け
で
す
。
委
員

会
は
、
本
会
議
に
上
程
さ
れ
た

議
案
な
ど
を
、
深
く
専
門
的
に

議
論
す
る
場
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

16年3月定例会から市内
公共施設の市民開放端末から、

地域イントラネットを活用して、本会
議のライブ中継を見られるようにしまし

た。さらに、さきの6月定例会からは、イン
ターネットで、ライブ配信しています。
市のホームページからぜひアク
セスしてみてください。

「
交
通
環
境
対
策
」
並
び
に「
ま
ち
づ
く
り
」
両
特
別
委

員
会
は
、
設
置
以
来
、
通
算
１７
年
経
過
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
特
別
委
員
会
の
設
置
の
趣
旨
は
特
定
目
的
・

期
間
限
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
編
を
図
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
両
特
別
委
員
会
を
廃
止
し
、
新
た
に
本

市
の
取
り
組
む
べ
き
テ
ー
マ
と
し
て
、「
こ
ど
も
の
国

再
整
備
等
に
係
る
複
合
施
設
特
別
委
員
会
」（
６
月
５

日
に
廃
止
）、「
指
定
管
理
者
制
度
特
別
委
員
会
」、
従

来
の
交
通
環
境
対
策
特
別
委
員
会
の
調
査
事
項
に
、

「
戸
田
公
園
駅
周
辺
都
市
整
備
に
関
す
る
調
査
」
を
加

え
て
、
新
た
に
「
交
通
環
境
対
策
特
別
委

員
会
」
を
設
置
し
、
調
査
し
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
特
別
委
員
会
は
、
そ
の
時

の
市
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
設
置
す

る
な
ど
機
動
的
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

透明性を高めるために、収支報告書に領

収書等の証拠書類を添付して提出すること

を義務づけるなどを加えた条例改正を行

いました。さらに、「使途基準等に関す

る細則」を新たに制定し、政務調

査費の説明責任を果たすよ

う努めています。

こ
れ
ま
で
一
般
質
問
は
、
一
括
質
問
・
一

括
答
弁
で
、
質
問
３
回
ま
で
の
総
ざ
ら
い
方

式
で
し
た
が
、
傍
聴
者
に
も
わ
か
り
づ
ら
く
、

深
く
核
心
ま
で
質
問
で
き
な
い
な
ど
の
問
題

点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
た
め
、
１６
年
６
月
定

例
会
か
ら
、
一
問
一
答
方
式
に
改
め
ま
し
た
。

発
言
方
法
に
つ
い
て
は
、
論
戦
を
活
発
化

す
る
た
め
、
執
行
部
と
相
対
す
る
形
で
、
新

た
に
設
け
た
質
問
席
で
行
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。
な
お
、
質
問
時
間
に
つ
い
て
は
、
答
弁

を
含
ま
ず
１
人
４０
分
と
し
ま
し
た
。

開
始
当
初
は
、
１
回
目
の
み
総
ざ
ら
い
質

問
・
答
弁
に
し
て
、
２
回
目
か
ら
は
質
問
回

数
無
制
限
と
し
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
、
１
年

経
過
し
て
見
直
し
を
図
っ
た
結
果
、
１７
年
６

月
定
例
会
か
ら
は
、
通
告
し
た
順
番
の
件
名

ご
と
に
、
１
回
目
は
総
ざ
ら
い
質
問
・
答
弁

と
し
、
２
回
目
か
ら
は
要

旨
ご
と
の
一
問
一
答
方
式

に
改
め
、
よ
り
質
問
・
答

弁
の
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て

わ
か
り
や
す
く
し
、
従
来

よ
り
も
生
き
た
議
論
が
交

わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

行
財
政
改
革
の
視
点
か
ら
、

県
内
各
市
と
の
比
較
、
社
会

経
済
状
況
、
民
意
の
反
映
、

議
員
１
人
当
た
り
の
人
口
、

議
会
権
限
な
ど
広
範
に
検
討

し
た
結
果
、１７
年
２
月
よ
り
、

定
数
を
１
名
削
減
し
２７
名
に

い
た
し
ま
し
た
。

今
後
も
、
私
た
ち
自
身
の

資
質
向
上
を
図
り
、
十
分
な

民
意
の
反
映
が
で
き
る
よ
う

努
力
し
、
市
民
に
信
頼
さ
れ

る
開
か
れ
た
議
会
と
な
る
よ

う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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※

議員が夏祭りや盆踊り等で寄

附をすること。

有権者や町会等各種団体が議

員に寄附を要求すること。

議員が寄附を持ってきても有

権者や町会等各種団体は受け

取らないこと。

＊＊　寄附禁止の対象の例 ＊＊

ふるさと祭りや盆踊

り等の祭り、野球大

会やママさんバレー

などの地域行事への

差し入れ・寸志を渡

すこと

町内会の人が議員に

祭りや地域行事の寄

附を勧誘・要求する

こと

会費制でない会合で

飲食代相当額を会費

として支払うこと

入学、卒業、就職、

結婚、出産などへの

お祝い、葬式の花輪、

供花、病気のお見舞

いを渡すこと

お中元やお歳暮を送

ること

贈らない

求めない

受取らない


